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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．１０％以上０．３４％以下、Ｓｉ：０．５％以上２．０％以下、Ｍ
ｎ：１．０％以上３．０％以下、Ｐ：０．０５％以下、Ｓ：０．０１％以下、ｓｏｌ．Ａ
ｌ：０．００１％以上１．０％以下およびＮ：０．０１％以下を含有し、残部Ｆｅおよび
不純物からなる化学組成と、
　表面から深さ１５μｍまでの表層部におけるフェライトの面積率が、前記表層部を除い
た部位である内層部におけるフェライトの面積率の１．２０倍超であり、前記内層部が、
面積％で、フェライト：１０％以上７０％以下、マルテンサイト：３０％以上９０％以下
、フェライトおよびマルテンサイトの合計面積率：９０％以上である鋼組織と、
　引張強度（ＴＳ）が９８０ＭＰａ以上であり、全伸びが１２％以上であり、先端角度が
９０°のＶ曲げ試験の限界曲げ半径が５ｔ以下である機械特性と、
を有することを特徴とする、熱間プレス鋼板部材。
【請求項２】
　前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｔｉ：０．２０％以下、Ｎｂ：０．
２０％以下、Ｖ：０．２０％以下、Ｃｒ：１．０％以下、Ｍｏ：１．０％以下、Ｃｕ：１
．０％以下およびＮｉ：１．０％以下からなる群から選ばれた１種または２種以上を含有
する請求項１に記載の熱間プレス鋼板部材。
【請求項３】
　前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０１％以下、Ｍｇ：０．
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０１％以下、ＲＥＭ：０．０１％以下およびＺｒ：０．０１％以下からなる群から選ばれ
た１種または２種以上を含有する請求項１または請求項２に記載の熱間プレス鋼板部材。
【請求項４】
　前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｂ：０．０１％以下を含有する請求
項１から請求項３までのいずれか１項に記載の熱間プレス鋼板部材。
【請求項５】
　前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｂｉ：０．０１％以下を含有する請
求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の熱間プレス鋼板部材。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の化学組成を有する鋼板であって、表
面から深さ１００μｍまでの領域におけるフェライトの面積率が３０％以上９０％以下で
ある鋼組織を有することを特徴とする、表面から深さ１５μｍまでの表層部におけるフェ
ライトの面積率が、前記表層部を除いた部位である内層部におけるフェライトの面積率の
１．２０倍超であり、前記内層部が、面積％で、フェライト：１０％以上７０％以下、マ
ルテンサイト：３０％以上９０％以下、フェライトおよびマルテンサイトの合計面積率：
９０％以上である鋼組織と、引張強度（ＴＳ）が９８０ＭＰａ以上であり、全伸びが１２
％以上であり、先端角度が９０°のＶ曲げ試験の限界曲げ半径が５ｔ以下である機械特性
と、を有する熱間プレス鋼板部材の熱間プレス用鋼板。
【請求項７】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の化学組成を有する鋼板であって、表
面から深さ１００μｍまでの領域におけるフェライトの面積率が３０％以上９０％以下で
ある鋼組織を有する熱間プレス用鋼板を、７２０℃以上Ａｃ３点以下の温度域に加熱し、
前記加熱の終了から熱間プレスの開始までの間に鋼板が空冷に曝される時間を５秒間以上
５０秒間以下として熱間プレスを施し、１０℃／秒以上５００℃／秒以下の平均冷却速度
でＭｓ点以下の温度域まで冷却することを特徴とする、表面から深さ１５μｍまでの表層
部におけるフェライトの面積率が、前記表層部を除いた部位である内層部におけるフェラ
イトの面積率の１．２０倍超であり、前記内層部が、面積％で、フェライト：１０％以上
７０％以下、マルテンサイト：３０％以上９０％以下、フェライトおよびマルテンサイト
の合計面積率：９０％以上である鋼組織と、引張強度（ＴＳ）が９８０ＭＰａ以上であり
、全伸びが１２％以上であり、先端角度が９０°のＶ曲げ試験の限界曲げ半径が５ｔ以下
である機械特性と、を有する熱間プレス鋼板部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、優れた衝突特性を必要とする自動車のボディー構造部品を始めとす
る機械構造部品等に使用される、熱間プレス鋼板部材およびその製造方法ならびに熱間プ
レス用鋼板に関する。具体的には、本発明は、９８０ＭＰａ以上の高い引張強度を有しな
がら、延性と曲げ性にも優れた熱間プレス鋼板部材およびその製造方法ならびにそれを得
るための熱間プレス用鋼板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車の軽量化のため、車体に使用する鋼材の高強度化を図り、鋼材の使用重量
を減ずる努力が進められている。自動車に広く使用される薄鋼板においては、鋼板強度の
増加に伴い、プレス成形性が低下し、複雑な形状の部品を製造することが困難になる。具
体的には、延性が低下し、加工度が高い部位が破断する、あるいは、スプリングバックが
大きくなり、寸法精度が劣化する、といった問題が発生する。したがって、高強度鋼板、
特に、９８０ＭＰａ以上の引張強度を有する鋼板をプレス成形することによって部品を製
造することは極めて困難である。プレス成形ではなく、ロール成形によれば、高強度の鋼
板を加工できるが、その適用先は長手方向に一様な断面を有する部品に限定される。
【０００３】
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　一方、特許文献１に示されているように、加熱した鋼板をプレス成形する熱間プレスと
呼ばれる方法では、鋼板が高温で軟質、高延性になっているため、複雑な形状に寸法精度
よく成形することが可能である。さらに、鋼板をオーステナイト単相域に加熱しておき、
金型内で急冷し、焼入れることによって、マルテンサイト単相組織が得られ、部材の高強
度化が達成される。したがって、このような熱間プレス法は、部材の高強度化と鋼板の成
形性とを同時に確保できる優れた成形方法である。
【０００４】
　特許文献２には、鋼板を室温で予め所定の形状に成形した後、オーステナイト域に加熱
し、金型内で急冷することによって、複雑な形状をもつ高強度の部材を成形できる予プレ
スクエンチ法が開示されている。このような予プレスクエンチ法は熱間プレスの一態様で
あるが、鋼板の成形を室温で行うため、より複雑な形状の部材の製造を可能にするととも
に、金型で部材を拘束することにより熱歪による変形を抑制することができるので、部材
の高強度化と高い寸法精度をともに確保することができる優れた成形方法である。
【０００５】
　しかし、近年に至り、熱間プレス鋼板部材には、衝撃特性、具体的には延性、がさらに
求められるようになってきており、鋼組織が実質的にマルテンサイト単相である、特許文
献１や特許文献２に代表される従来技術では、斯かる要求に応えることができないという
問題が生じている。
【０００６】
　このような背景から、特許文献３には、鋼板をフェライトとオーステナイトとが共存す
る二相域に加熱しておき、さらに、二相組織を保ったままプレスし、金型内で急冷するこ
とによって、フェライトとマルテンサイトとの二相組織を有する、高強度かつ延性に優れ
るとされる熱間プレス鋼板部材が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】英国特許公報１４９０５３５号
【特許文献２】特開平１０－９６０３１号公報
【特許文献３】特開２０１０－６５２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献３に開示される技術は、熱間プレス鋼板部材の鋼組織を制御することによって
、その高強度化と延性向上とを両立させることを目指したものである。
【０００９】
　上述したように、熱間プレス鋼板部材において高強度化と延性向上とが両立すると、優
れた延性によって、その衝突特性も高められると考えられる。
【００１０】
　ところで、部材の衝突時において、極度の塑性変形が生じることによって、部材の表層
部が厳しい曲げ変形を受けることがある。
【００１１】
　したがって、熱間プレス鋼板部材の衝突特性を高めるには、優れた延性のみならず、優
れた曲げ性も必要である。
【００１２】
　しかし、特許文献３に開示された発明は、鋼組織がフェライトとマルテンサイトとの二
相組織であるため、部材の曲げ性が乏しい、という問題が発生する。この問題は、鋼材の
引張強度が９８０ＭＰａ以上になると顕在化する。
【００１３】
　このように、引張強度が９８０ＭＰａ以上であり、延性に加えて曲げ性にも優れた熱間
プレス鋼板部材については、製造技術の確立はもちろんのこと、そのような製品それ自体
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が未だ提案されていないのが現状である。
【００１４】
　本発明の課題は、引張強度が９８０ＭＰａ以上という高い強度を有しながらも、延性と
曲げ性とに優れた熱間プレス鋼板部材およびその製造方法ならびにそれを得るための熱間
プレス用鋼板を提供することである。
【００１５】
　ここで、「延性に優れた」とは、引張試験によって得られる全伸び（Ｅｌ）が１２％以
上である機械特性を有することをいう。全伸び（Ｅｌ）は、好ましくは１４％以上である
。一方、「曲げ性に優れた」とは、先端角度が９０°のＶ曲げ試験において、限界曲げ半
径が５ｔ以下（ｔは鋼板の板厚を示す）である機械特性を有することをいう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者は、上記課題を解決するための鋭意検討を行うことにより、特定のＣ及びＭｎ
含有量に対してＳｉを積極的に添加した化学組成を有するとともに、表面から深さ１００
μｍまでの領域における鋼組織を制御した熱間プレス用鋼板を用い、さらに、その熱間プ
レス用鋼板に対する最適な熱間プレスの熱処理条件を適用することによって、従来の熱間
プレス鋼板部材とは異なり、組織がフェライトとマルテンサイトからなる複相組織である
とともに、表層部のフェライトの面積率が内層部に比して高められ、９８０ＭＰａ以上と
いう高い引張強度を有しながら、延性と曲げ性にも優れた熱間プレス鋼板部材を製造でき
るという新知見を得た。
【００１７】
　本発明は上記新知見に基づいてなされたものであり、その要旨は以下のとおりである。
　（１）質量％で、Ｃ：０.１０％以上０.３４％以下、Ｓｉ：０.５％以上２.０％以下、
Ｍｎ：１.０％以上３.０％以下、Ｐ：０.０５％以下、Ｓ：０.０１％以下、ｓｏｌ.Ａｌ
：０.００１％以上１.０％以下およびＮ：０.０１％以下を含有し、残部Ｆｅおよび不純
物からなる化学組成と、表面から深さ１５μｍまでの表層部におけるフェライトの面積率
が、前記表層部を除いた部位である内層部におけるフェライトの面積率の１.２０倍超で
あり、前記内層部が、面積％で、フェライト：１０％以上７０％以下、マルテンサイト：
３０％以上９０％以下、フェライトおよびマルテンサイトの合計面積率：９０％以上であ
る鋼組織と、引張強度（ＴＳ）が９８０ＭＰａ以上であり、全伸びが１２％以上であり、
先端角度が９０°のＶ曲げ試験の限界曲げ半径が５ｔ以下である機械特性と、を有するこ
とを特徴とする、熱間プレス鋼板部材。
【００１８】
　（２）前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｔｉ：０.２０％以下、Ｎｂ
：０.２０％以下、Ｖ：０.２０％以下、Ｃｒ：１.０％以下、Ｍｏ：１.０％以下、Ｃｕ：
１.０％以下およびＮｉ：１.０％以下からなる群から選ばれた１種または２種以上を含有
する上記（１）に記載の熱間プレス鋼板部材。
【００１９】
　（３）前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０.０１％以下、Ｍｇ
：０.０１％以下、ＲＥＭ：０.０１％以下およびＺｒ：０.０１％以下からなる群から選
ばれた１種または２種以上を含有する上記（１）または（２）に記載の熱間プレス鋼板部
材。
【００２０】
　（４）前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｂ：０.０１％以下を含有す
る上記（１）～（３）のいずれかに記載の熱間プレス鋼板部材。
【００２１】
　（５）前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｂｉ：０.０１％以下を含有
する上記（１）～（４）のいずれかに記載の熱間プレス鋼板部材。
【００２２】
　（６）上記（１）～（５）のいずれかに記載の化学組成を有する鋼板であって、表面か
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ら深さ１００μｍまでの領域におけるフェライトの面積率が３０％以上９０％以下である
鋼組織を有することを特徴とする、表面から深さ１５μｍまでの表層部におけるフェライ
トの面積率が、前記表層部を除いた部位である内層部におけるフェライトの面積率の１．
２０倍超であり、前記内層部が、面積％で、フェライト：１０％以上７０％以下、マルテ
ンサイト：３０％以上９０％以下、フェライトおよびマルテンサイトの合計面積率：９０
％以上である鋼組織と、引張強度（ＴＳ）が９８０ＭＰａ以上であり、全伸びが１２％以
上であり、先端角度が９０°のＶ曲げ試験の限界曲げ半径が５ｔ以下である機械特性と、
を有する熱間プレス鋼板部材の熱間プレス用鋼板。
【００２３】
　（７）上記（１）から上記（５）までのいずれか１つに記載の化学組成を有する鋼板で
あって、表面から深さ１００μｍまでの領域におけるフェライトの面積率が３０％以上９
０％以下である鋼組織を有する熱間プレス用鋼板を、７２０℃以上Ａｃ３点以下の温度域
に加熱し、前記加熱の終了から熱間プレスの開始までの間に鋼板が空冷に曝される時間を
５秒間以上５０秒間以下として熱間プレスを施し、１０℃／秒以上５００℃／秒以下の平
均冷却速度でＭｓ点以下の温度域まで冷却することを特徴とする、表面から深さ１５μｍ
までの表層部におけるフェライトの面積率が、前記表層部を除いた部位である内層部にお
けるフェライトの面積率の１．２０倍超であり、前記内層部が、面積％で、フェライト：
１０％以上７０％以下、マルテンサイト：３０％以上９０％以下、フェライトおよびマル
テンサイトの合計面積率：９０％以上である鋼組織と、引張強度（ＴＳ）が９８０ＭＰａ
以上であり、全伸びが１２％以上であり、先端角度が９０°のＶ曲げ試験の限界曲げ半径
が５ｔ以下である機械特性と、を有する熱間プレス鋼板部材の製造方法。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明により、熱間プレスのままで、引張強度が９８０ＭＰａ以上と高く、延性に優れ
、かつ曲げ性にも優れた熱間プレス鋼板部材の実用化が初めて可能になるという、技術的
に価値ある効果が達成される。本発明に係る熱間プレス鋼板部材は、極度の塑性変形が生
じる衝突でも表層部が曲げ変形することで衝撃を吸収することができるという極めて優れ
た衝突特性を示すので、特に自動車のボディー構造部品の製造に適しているが、機械構造
部品など他の用途にも無論適用されうる。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明について、以下により詳しく説明する。
　１．化学組成
　本発明に係る熱間プレス鋼板部材（以下、単に「鋼板部材」ともいう。）および熱間プ
レス用鋼板の化学組成を上述のように規定した理由を説明する。以下の説明において、各
合金元素の含有量を表す「％」は、特に断りがない限り「質量％」を意味する。
【００２６】
　（Ｃ：０.１０％以上０.３４％以下）
　Ｃは、鋼の焼入れ性を高め、かつ焼入れ後の強度を主に決定する、非常に重要な元素で
ある。Ｃ含有量が０.１０％未満では、焼入れ後の強度で９８０ＭＰａ以上の引張強度を
確保することが困難となる。したがって、Ｃ含有量は０.１０％以上とする。一方、Ｃ含
有量が０.３４％超では、溶接性の劣化が顕著となる。したがって、Ｃ含有量は０.３４％
以下とする。なお、熱間圧延および冷間圧延時における生産性の観点からは、Ｃ含有量を
０.３０％以下とすることが好ましい。さらに好ましくは０.２５％以下である。
【００２７】
　（Ｓｉ：０.５％以上２.０％以下）
　Ｓｉは、鋼の延性を向上させて、かつ焼入れ後の強度を安定して確保するために、非常
に効果のある元素である。Ｓｉ含有量が０.５％未満では、上記作用を得ることが困難で
ある。なお、溶接性を向上させる観点からは、Ｓｉ含有量を０.７％以上とすることが好
ましい。一方、Ｓｉ含有量が２.０％超では、上記作用による効果は飽和して経済的に不
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利となるうえに、めっき濡れ性の低下が著しくなり、不めっきが多発する。したがって、
Ｓｉ含有量は２.０％以下とする。また、熱間プレス鋼板部材の表面欠陥を抑える観点か
らは、Ｓｉ含有量を１.８％以下にすることが好ましい。
【００２８】
　（Ｍｎ：１.０％以上３.０％以下）
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性を高め、かつ焼入れ後の強度を確保するために、非常に効果のあ
る元素である。Ｍｎ含有量が１.０％未満では、焼入れ後の強度で９８０ＭＰａ以上の引
張強度を確保することが非常に困難となる。したがって、Ｍｎ含有量は１.０％以上とす
る。上記作用をより確実に得るには、Ｍｎ含有量を１.１％以上とすることが好ましい。
一方、Ｍｎ含有量が３.０％超では、焼入れ後の組織が顕著なバンド状になり、曲げ性の
劣化が顕著になる。したがって、Ｍｎ含有量は３.０％以下とする。なお、熱間圧延およ
び冷間圧延時における生産性の観点からは、Ｍｎ含有量を２.５％以下とすることが好ま
しい。
【００２９】
　（Ｐ：０.０５％以下）
　Ｐは、一般には鋼に不可避的に含有される不純物であるが、固溶強化により鋼の強度を
高める作用を有するので、積極的に含有させてもよい。しかし、Ｐ含有量が０.０５％超
では、溶接性の劣化が著しくなる。したがって、Ｐ含有量は０.０５％以下とする。好ま
しくは０.０１８％以下である。上記作用をよる効果をより確実に得るには、Ｐ含有量を
０.００３％以上とすることが好ましい。
【００３０】
　（Ｓ：０.０１％以下）
　Ｓは、鋼に不可避的に含有される不純物であり、溶接性の観点からは、低いほど好まし
い。Ｓ含有量が０.０１％超では、溶接性の低下が著しくなる。したがって、Ｓ含有量は
０.０１％以下とする。好ましくは０.００３％以下、さらに好ましくは０.００１５％以
下である。
【００３１】
　（ｓｏｌ.Ａｌ：０.００１％以上１.０％以下）
　Ａｌは、鋼を脱酸して鋼材を健全化する作用を有する元素である。ｓｏｌ.Ａｌ含有量
が０.００１％未満では、上記作用を得ることが困難となる。したがって、ｓｏｌ.Ａｌ含
有量は０.００１％以上とする。好ましくは０.０１５％以上である。一方、ｓｏｌ.Ａｌ
含有量が１.０％超では、溶接性の低下が著しくなるとともに、酸化物系介在物が増加し
、表面性状の劣化が著しくなる。したがって、ｓｏｌ.Ａｌ含有量は１.０％以下とする。
好ましくは０.０８０％以下である。
【００３２】
　（Ｎ：０.０１％以下）
　Ｎは、鋼に不可避的に含有される不純物であり、溶接性の観点からは、低いほど好まし
い。Ｎ含有量が０.０１％超では、溶接性の低下が著しくなる。したがって、Ｎ含有量は
０.０１％以下とする。好ましくは０.００６％以下である。
【００３３】
　以下に説明する元素は、本発明の鋼板部材または熱間プレス用鋼板に場合により含有さ
せてもよい任意元素である。
【００３４】
　（Ｔｉ：０.２０％以下、Ｎｂ：０.２０％以下、Ｖ：０.２０％以下、Ｃｒ：１.０％以
下、Ｍｏ：１.０％以下、Ｃｕ：１.０％以下およびＮｉ：１.０％以下からなる群から選
ばれた１種または２種以上）
　これらの元素は、いずれも焼入れ後の強度を安定して確保するために効果のある元素で
ある。したがって、これらの元素の１種または２種以上を含有させてもよい。しかし、Ｔ
ｉ、ＮｂおよびＶについては、それぞれ０.２０％を超えて含有させると、熱間圧延およ
び冷間圧延が困難になるだけでなく、逆に、強度を安定して確保することが困難になる。
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ＣｒおよびＭｏについては、１.０％を超えて含有させると、熱間圧延および冷間圧延が
困難になる。ＣｕとＮｉは、それぞれ１.０％を超えて含有させても、上記作用による効
果は飽和して経済的に不利となるうえに、熱間圧延や冷間圧延が困難になる。そのため、
各元素の含有量はそれぞれ上記のとおりとする。上記作用による効果をより確実に得るに
は、Ｔｉ：０.００３％以上、Ｎｂ：０.００３％以上、Ｖ：０.００３％以上、Ｃｒ：０.
００５％以上、Ｍｏ：０.００５％以上、Ｃｕ：０.００５％以上およびＮｉ：０.００５
％以上の少なくとも一つを満足させることが好ましい。
【００３５】
　（Ｃａ：０.０１％以下、Ｍｇ：０.０１％以下、ＲＥＭ：０.０１％以下およびＺｒ：
０.０１％以下からなる群から選ばれた１種または２種以上）
　これらの元素は、いずれも介在物制御、特に、介在物の微細分散化に寄与し、低温靭性
を高める作用を有する元素である。したがって、これらの元素の１種または２種以上を含
有させてもよい。しかし、いずれも０.０１％を超えて含有させると、表面性状の劣化が
顕在化する場合がある。そのため、各元素の含有量はそれぞれ上記のとおりとする。上記
作用による効果をより確実に得るには、これらの元素の少なくとも一つの含有量を０.０
００３％以上とすることが好ましい。
【００３６】
　ここで、ＲＥＭはＳｃ、Ｙおよびランタノイドの合計１７元素を指し、上記ＲＥＭの含
有量はこれらの元素の合計含有量を意味する。ランタノイドの場合、工業的にはミッシュ
メタルの形で添加される。
【００３７】
　（Ｂ：０.０１％以下）
　Ｂは、鋼板の低温靭性を高める作用を有する元素である。したがって、Ｂを含有させて
もよい。しかし、Ｂは０.０１％を超えて含有させると、熱間加工性が劣化して、熱間圧
延が困難になる。そのため、Ｂ含有量は０.０１％以下とする。上記作用による効果をよ
り確実に得るには、Ｂ含有量を０.０００３％以上とすることが好ましい。
【００３８】
　（Ｂｉ：０.０１％以下）
　Ｂｉは、組織を均一にし、鋼板の低温靭性を高める作用を有する元素である。したがっ
て、Ｂｉを含有させてもよい。しかし、Ｂｉは０.０１％を超えて含有させると、熱間加
工性が劣化して、熱間圧延が困難になる。そのため、Ｂｉ含有量は０.０１％以下とする
。上記作用による効果をより確実に得るには、Ｂｉ含有量を０.０００３％以上とするこ
とが好ましい。
【００３９】
　２．熱間プレス鋼板部材の鋼組織
　本発明に係る熱間プレス鋼板部材は、その表層部および内層部の鋼組織が下記の条件を
満たす。ここで、熱間プレス鋼板部材の表層部とは、表面から深さ１５μｍまでの表面部
位を意味し、内層部とはこの表層部を除いた部位を意味する。内層部の鋼組織は、表層部
を除いた鋼板の厚み方向の全体についての平均をとるが、簡便には、厚み方向において平
均的な鋼組織を示す、表面から鋼板厚みの１／４の深さの地点での鋼組織を採用すること
ができる。本発明では、この１／４深さ位置で測定したフェライト面積率およびマルテン
サイト面積率をそれぞれ内層部のフェライト面積率およびマルテンサイト面積率とする。
【００４０】
　（表層部のフェライトの面積率：内層部のフェライトの面積率の１.２０倍超）
　内層部に比して表層部におけるフェライトの面積率を高めることにより、表層部が延性
に富むようになり、９８０ＭＰａ以上という高い引張強度を有する場合であっても、延性
と曲げ性とに優れた熱間プレス鋼板部材を得ることができる。表層部におけるフェライト
の面積率が内層部におけるフェライトの面積率の１.２０倍以下では、微小なクラックが
表層部に発生しやすくなり、曲げ性が劣化する。したがって、表層部におけるフェライト
の面積率は内層部におけるフェライトの面積率の１.２０倍超とする。
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【００４１】
　（内層部のフェライトの面積率：１０％以上７０％以下）
　適量のフェライトを鋼中に形成させることにより、延性を向上させることができる。そ
のため、内層部のフェライトの面積率（以下、単にフェライトの面積率という。）を規定
する。フェライトの面積率が１０％未満では、フェライトの殆どが孤立し、鋼の延性を向
上させることができない。したがって、フェライトの面積率は１０％以上とする。一方、
フェライトの面積率が７０％超では、強化相であるマルテンサイトの面積率を確保できな
くなり、焼入れ後の強度で９８０ＭＰａ以上の引張強度を確保することが困難となる。し
たがって、フェライトの面積率は７０％以下とする。
【００４２】
　（内層部のマルテンサイトの面積率：３０％以上、９０％以下）
　マルテンサイトを鋼中に形成させることにより、焼入れ後の強度を高めることができる
。そのため内層部のマルテンサイトの面積率（以下、単にマルテンサイトの面積率という
。）も規定する。マルテンサイトの面積率が３０％未満では、焼入れ後の強度で９８０Ｍ
Ｐａ以上の引張強度を確保することが困難となる。したがって、マルテンサイトの面積率
は３０％以上とする。一方、マルテンサイトの面積率が９０％超では、フェライトの面積
率が１０％未満となり、上述したように、鋼の延性を向上させることができない。したが
って、マルテンサイトの面積率は９０％以下とする。
【００４３】
　（内層部のフェライトおよびマルテンサイトの合計面積率：９０％以上）
　本発明に係る熱間プレス鋼板部材の内層部は、フェライトおよびマルテンサイトからな
る組織を有すること基本とするが、製造条件によっては、フェライトおよびマルテンサイ
ト以外の相または組織として、ベイナイト、残留オーステナイト、セメンタイトおよびパ
ーライトの１種または２種以上が混入する場合がある。この場合、フェライトおよびマル
テンサイト以外の相または組織が１０％を超えると、これらの相または組織の影響により
、目的とする特性が得られない場合がある。したがって、内層部におけるフェライトおよ
びマルテンサイト以外の相または組織の混入は１０％以下とする。すなわち、内層部のフ
ェライトおよびマルテンサイトの合計面積率は９０％以上とする。
【００４４】
　以上の鋼組織における各相の面積率の測定法は当業者には周知であり、本発明において
も常法により測定することができる。後で実施例において示すように、これらの面積率は
圧延方向と圧延方向に垂直方向の両方向における断面において測定し、その平均値として
求められる。
【００４５】
　３．製造方法
　上述した化学組成及び鋼組織を有し、引張強度が９８０ＭＰａ以上である本発明に係る
熱間プレス鋼板部材は、下記の方法により製造することができる。
【００４６】
　引張強度が９８０ＭＰａ以上の強度下で優れた延性を得るには、焼入れ後の内層部の組
織を、マルテンサイト単相とするのではなく、フェライトの面積率が１０％以上７０％以
下、マルテンサイトの面積率が３０％以上９０％以下、フェライトおよびマルテンサイト
の合計面積率が９０％以上である複相組織とすることが肝要である。さらに、良好な曲げ
性を得るには、表層部のフェライト層の形成を促し、表層部におけるフェライトの面積率
を内層部におけるフェライトの面積率の１.２０倍超とすることが肝要である。
【００４７】
　このような組織を得るには、上記化学組成を有し、表面から深さ１００μｍまでの領域
におけるフェライトの面積率が３０％以上９０％以下である鋼組織を有する鋼板（この鋼
板を熱間プレス用鋼板という。）を、７２０℃以上Ａｃ3点以下の温度域に加熱し、前記
加熱の終了から熱間プレスの開始までの間に鋼板が空冷に曝される時間を５秒間以上５０
秒間以下として熱間プレスを施した後、１０℃／秒以上５００℃／秒以下の平均冷却速度
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でＭs点以下の温度域まで冷却すればよい。
【００４８】
　（熱間プレス用鋼板の鋼組織）
　熱間プレス用鋼板には、上記化学組成を有し、表面から深さ１００μｍまでの領域にお
けるフェライトの面積率が３０％以上９０％以下である鋼組織を有する鋼板を用いる。こ
の鋼板は、例えば、熱延鋼板、冷延鋼板、溶融亜鉛めっき冷延鋼板のいずれでもよい。上
記鋼組織を有する熱間プレス用鋼板を後述するような条件で熱間プレスを施すことによっ
て、表層部における脱炭が促進され、熱間プレス後において、所望の鋼組織を有し、引張
強度が９８０ＭＰａ以上であり、延性と曲げ性に優れた熱間プレス鋼板部材が得られる。
【００４９】
　上記鋼組織を有する熱延鋼板は、８５０℃以上で仕上圧延を完了し、７２０℃から６５
０℃の範囲に１０秒間以上保持したのち、６００℃以上の温度域で巻き取る熱間圧延によ
り製造することができる。また、上記鋼組織を有する冷延鋼板と溶融亜鉛めっき冷延鋼板
は、冷間圧延後に、露点を－１０℃以上とする窒素、水素混合ガスの雰囲気中で、７２０
℃以上８５０℃以下の温度域に加熱する焼鈍を実施することによって製造することができ
る。
【００５０】
　（熱間プレスに供する鋼板の加熱温度：７２０℃以上Ａｃ3点以下の温度域）
　熱間プレスに供する鋼板の加熱は、７２０℃以上で、下記実験式（ｉ）により規定され
るオーステナイト単相になるＡｃ3点（℃）以下の温度域において行う。
【００５１】
　　Ａｃ3＝910－203×(Ｃ0.5)－15.2×Ni＋44.7×Si＋104×Ｖ＋31.5×Mo－30×Mn－
　　　　　 11×Cr－20×Cu＋700×Ｐ＋400×Al＋50×Ti　　・・・　　（ｉ）
　ここで、上記式中における元素記号は、鋼板の化学組成における各元素の含有量（単位
：質量％）を示す。
【００５２】
　加熱温度が７２０℃未満では、セメンタイトの固溶に伴うオーステナイトの生成が困難
または不十分であり、焼入れ後の強度で９８０ＭＰａ以上の引張強度を確保することが困
難となる。したがって、加熱温度は、７２０℃以上とする。一方、加熱温度がＡｃ3点超
になると、焼入れ後の組織がマルテンサイト単相となり、延性の劣化が顕著となる。した
がって、加熱温度はＡｃ3点以下とする。
【００５３】
　このとき、７２０℃以上Ａｃ3点以下の温度域までの加熱速度と上記温度域に保持する
加熱時間は特に限定する必要はないが、それぞれ以下の範囲にすることが好ましい。
【００５４】
　７２０℃以上Ａｃ3点下の温度域までの加熱における平均加熱速度は、０.２℃／秒以上
１００℃／秒以下とすることが好ましい。上記平均加熱速度を０.２℃／秒以上とするこ
とにより、より高い生産性を確保することが可能となる。また、上記平均加熱速度を１０
０℃／秒以下とすることにより、通常の炉を用いて加熱する場合において、加熱温度の制
御が容易となる。
【００５５】
　７２０℃以上Ａｃ3点以下の温度域における加熱時間は１分間以上１０分間以下とする
ことが好ましい。ここで、加熱時間とは、鋼板の温度が７２０℃に到達した時から加熱終
了時までの時間である。加熱終了時とは、具体的には、炉加熱の場合には鋼板が加熱炉か
ら取り出された時であり、通電加熱や誘導加熱の場合には通電等を終了した時である。上
記加熱時間を１分間以上とすることにより、加熱中の脱炭によって、表層部にフェライト
が形成されやすくなる。上記加熱時間を４分間以上とすることがさらに好ましい。また、
上記加熱時間を１０分間以下とすることにより、鋼板部材の組織をより微細にすることが
できるので、鋼板部材の低温靭性が一層向上する。
【００５６】
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　（加熱の終了から熱間プレスの開始までの間に鋼板が空冷に曝される時間：５秒間以上
５０秒間以下）
　一般に、熱間プレス用鋼板は、熱間プレスに供するに際して加熱炉等で加熱された後、
熱間プレス装置まで搬送される。この際に、例えば、加熱炉からの抽出時や、熱間プレス
装置への搬送時あるいは投入時などに、熱間プレス用鋼板は少なくとも一部において空冷
状態に曝される。
【００５７】
　上記化学組成を有し、表面から深さ１００μｍまでの領域におけるフェライトの面積率
が３０％以上９０％以下である鋼組織を有する熱間プレス用鋼板を用いることによって、
加熱された鋼板は空冷中に脱炭しやすくなる。上記加熱の終了から熱間プレスの開始まで
の間に鋼板が空冷に曝される時間を５秒間以上とすることによって、空冷過程における脱
炭が促進され、表層部におけるフェライトの面積率を内層部におけるフェライトの面積率
の１.２０倍超とすることが容易になる。したがって、上記加熱の終了から熱間プレスの
開始までの間に鋼板が空冷に曝される時間を５秒間以上とすることが好ましい。また、上
記加熱の終了から熱間プレスの開始までの間に鋼板が空冷に曝される時間を５０秒間以下
とすることにより、ベイナイト変態の進行を抑制し、強化相であるマルテンサイトの面積
率の確保が容易となり、焼入れ後の強度で９８０ＭＰａ以上の引張強度を確保することが
容易になる。したがって、上記加熱の終了から熱間プレスの開始までの間に鋼板が空冷に
曝される時間は５０秒間以下とすることが好ましい。この時間は、好ましくは３０秒間以
下であり、さらに好ましくは２０秒間以下である。
【００５８】
　空冷に曝される時間の調整は、加熱炉からの取り出し後、通常は空冷に曝されるプレス
金型までの搬送時間を調整することで行うことができる。
【００５９】
　（Ｍs点以下の温度域までの平均冷却速度：１０℃／秒以上５００℃／秒以下）
　次いで、熱間プレス用鋼板に熱間プレスを施し、ベイナイト変態等の拡散型変態が起き
ないように、１０℃／秒以上５００℃／秒以下の平均冷却速度でＭs点以下の温度域まで
冷却する。平均冷却速度が１０℃／秒未満では、ベイナイト変態が過度に進行してしまい
、強化相であるマルテンサイトの面積率を確保できなくなり、焼入れ後の強度で９８０Ｍ
Ｐａ以上の引張強度を確保することが困難となる。したがって、上記温度域における平均
冷却速度は１０℃／秒以上とする。一方、上記平均冷却速度が５００℃／秒超では、部材
の均熱を保つことが極めて困難となり、強度が安定しなくなる。したがって、上記平均冷
却速度は５００℃／秒以下とする。
【００６０】
　なお、Ｍs点以下の温度域に冷却する際、４００℃到達以降は相変態による発熱が非常
に大きくなる。そのため、４００℃より低温での冷却は、４００℃以上の温度域における
冷却方法と同じ方法では十分な冷却速度が確保できない場合がある。その場合には、４０
０℃までの冷却よりも４００℃からＭs点までの冷却をより強力に行う必要がある。具体
的には以下に述べるようにすることが好ましい。
【００６１】
　熱間プレス法では、通常、加熱された鋼板を常温または数１０℃程度の温度の鋼製金型
でプレスすることより冷却が達成される。したがって、冷却速度を変化させるためには、
金型寸法を変えて、金型の熱容量を変化させればよい。また、金型材質を異種金属（例え
ば銅など）に変えることでも、冷却速度を変化させることができる。金型寸法を変えられ
ない場合、水冷型の金型を用いて冷却水量を変えることによっても、冷却速度を変えるこ
とができる。また、予め溝を数カ所切った金型を用い、プレス中にその溝に水を通すこと
によって冷却速度を変えることができる。さらに、プレス途中でプレス機を上げ、その間
に水を流すことでも、冷却速度を変えることができる。或いは、金型クリアランスを変え
、鋼板との接触面積を変化させることでも冷却速度を変えることができる。
【００６２】
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　例えば４００℃前後で冷却速度を変える手段には、次のような手段が考えられる。
　（１）４００℃到達直後に、熱容量の異なる金型または室温状態の金型に移動させて、
冷却速度を変える；
　（２）水冷金型の場合、４００℃到達直後に金型中の流水量を変化させて、冷却速度を
変える；
　（３）４００℃到達直後に、金型と部材との間に水を流すこと、或いはさらにその水量
を変化させることで、冷却速度を変える。
【００６３】
　本発明における熱間プレス法における成形の形態は特に制限されないが、例示すれば、
曲げ加工、絞り成形、張出し成形、穴拡げ成形、フランジ成形が挙げられる。目的とする
熱間プレス鋼板部材の種類によって適宜選べばよい。熱間プレス鋼板部材の代表例として
、自動車用補強部品であるドアガードバーやバンパーレインフォースメントなどを挙げる
ことができる。また、成形と同時または直後に鋼板を冷却する手段を備えていれば、プレ
ス以外の成形法、例えばロール成形に適用してもよい。
【００６４】
　上記方法により製造することができる、本発明に係る熱間プレス鋼板部材は、９８０Ｍ
Ｐａ以上の高強度に加えて延性と曲げ性とに優れることが特徴であるが、そのときの実用
に耐えうる延性としては、引張試験の全伸びが１２％以上あることが好ましい。さらに好
ましくは、全伸びが１４％以上である。曲げ性としては、先端角度が９０°のＶ曲げ試験
の限界曲げ半径が５ｔ以下であることが好ましい。
【００６５】
　熱間プレス後は、通常、スケール除去目的でショットブラスト処理が施される。このシ
ョットブラスト処理には、表面に圧縮応力を導入する効果があるため、遅れ破壊が抑制さ
れ、また疲労強度が向上するという利点がある。
【００６６】
　なお、上述したような予成形を伴わない熱間プレス加工においては、熱間プレス用鋼板
を７２０℃以上Ａｃ3点以下の温度域に加熱してある程度までオーステナイト変態をさせ
たのちに加工を施すため、加熱前の室温における機械的性質は重要ではない。
【００６７】
　本発明の熱間プレス鋼板部材は予成形を伴う熱間プレス加工により製造することもでき
る。具体的には、熱間プレス用鋼板をまず所定の形状の金型でプレス加工して予成形し、
同型の金型に投入し、押さえ圧を加え、急冷することにより、前述した加熱、空冷及び冷
却速度を満たす条件で熱間プレス鋼板部材を製造する。この場合も、熱間プレス用鋼板の
種類やその組織は限定されないが、予成形を容易にするために、できるだけ低強度で延性
のある鋼板であることが望ましい。例えば、ＴＳが７００ＭＰａ以下であることが望まし
い。
【実施例】
【００６８】
　表１に示す化学組成および表２に示す鋼組織を有する、板厚２.０ｍｍのフルハード鋼
板（フルハードと記載する）、溶融亜鉛めっき冷延鋼板（めっき鋼板と記載する、片面当
たりめっき付着量６０ｇ／ｍ2）、熱延鋼板及び冷延鋼板を、熱処理に供する鋼板（熱間
プレス用鋼板）として準備した。フルハードは板厚３.６ｍｍの熱延鋼板を冷間圧延した
鋼板（未焼鈍材）である。熱処理に供する鋼板における表面から１００μｍまでの領域に
おけるフェライトの面積率は、圧延方向と圧延方向に垂直方向の両方向における断面の電
子顕微鏡観察画像より画像解析を行って算出した値の平均値である。
【００６９】
　これらの鋼板を、空燃比を０.９としたガス炉内で表２に示した条件で加熱して、加熱
炉より取り出し、空冷時間（炉から取り出した後、金型に入れるまでの時間）を種々変化
させて、平板の鋼製金型を用いて熱間プレスを行い、金型と接触させたまま表示の平均冷
却速度でＭｓ点以下である１５０℃まで冷却し、金型から取り出して放冷することにより
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、各種供試用鋼板を準備した（以下、この供試用鋼板を熱間プレスした鋼板と記載する）
。冷却は、金型の周囲を冷却水で冷却するか、または常温であった金型による冷却により
実施した。１５０℃までの平均冷却速度は、鋼板に熱電対を貼付し、その温度履歴を解析
することにより求めた。
【００７０】
　本例において作製した鋼板は、金型による熱間プレス成形が施されていない（従って、
熱処理である）が、熱間プレス鋼板部材と同じ熱履歴を受けているので、鋼板の機械的性
質は、同じ熱履歴を有する熱間プレス鋼板部材と実質的に同一である。表示の加熱時間は
、炉に装入後の７２０℃に達した時点から、炉から取り出すまでの時間をいう。加熱温度
は鋼板温度ではなく、炉内温度である。
【００７１】
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【００７２】
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【表２】

【００７３】
　熱間プレスした鋼板のフェライトとマルテンサイトの面積率は、圧延方向と圧延方向に
垂直方向の両方向における断面の電子顕微鏡観察画像より、画像解析を行って平均値とし
て算出した。断面観察は、表面から深さ１５μｍまでの表層部と、板厚の１／４深さの内
層部の２地点で実施し、前者ではフェライト面積率を、後者でのフェライト面積率とマル
テンサイト面積率とを求めた。表３には、内層部のフェライト面積率に対する表層部のフ
ェライト面積率の比、および内層部のフェライト面積率およびマルテンサイト面積率を示
す。
【００７４】
　熱間プレスした鋼板の機械的性質を次のようにして調査した。これらの測定結果も表３
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に併せて示す。
【００７５】
　まず、各鋼板から圧延方向に垂直の直角の方向にＪＩＳ５号引張試験片を採取して引張
試験を行い、ＴＳ（引張強度）およびＥＬ（全伸び）を測定した。
【００７６】
　また、各鋼板から曲げ稜線が圧延方向となるように採取した試験片（３０×６０ｍｍ）
を用いて、先端角度が９０°、先端半径が１０ｍｍのＶ曲げ試験により、曲げ性を評価し
た。試験後の曲げ部の表面を目視で観察し、割れが認められない場合を良好、割れが認め
られた場合を不良とした。
【００７７】
【表３】

【００７８】
　表３に示すように、発明例である供試材Ｎｏ.２、５、７～１２、１４、１６、２０、
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２１、２４および２５は、優れた延性と曲げ性を有する。すなわち、本発明は、熱間プレ
ス用鋼板の種類がフルハード、冷延鋼板、熱延鋼板、めっき鋼板のいずれにも適用できる
ことがわかる。
【００７９】
　一方、供試材Ｎｏ.１は、化学組成が不適切で延性が悪かった。供試材Ｎｏ.３、１５お
よび１８は、製造条件が発明で規定する範囲を外れ、目標とする引張強度が得られなかっ
た。供試材Ｎｏ.４は、製造条件が不適切であったため、熱間プレス後に所望の組織が得
られず、曲げ性が悪かった。供試材Ｎｏ.６および１７は、熱処理に供した鋼板の鋼組織
が不適切であったため、熱間プレス後に所望の組織が得られず、曲げ性が悪かった。供試
材Ｎｏ.１３および１９は、化学組成が不適切であったため、目標とする引張強度が得ら
れなかった。供試材Ｎｏ.２２は、製造条件が不適切であったため、熱間プレス後に所望
の組織が得られず、延性が悪かった。供試材Ｎｏ.２３は、化学組成が不適切であったた
め曲げ性が悪かった。
【００８０】
　なお、比較例である供試材Ｎｏ.１５では、内層部のフェライト面積率に対する表層部
のフェライト面積率の比が１.２０未満であるにもかかわらず曲げ性が良好であるが、こ
れは引張強度（ＴＳ）が５９１ＭＰａと非常に低いためである。
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